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株式会社山形丸魚
危険箇所の見える化で類似災害を防止する

所在地：山形県
従業員：203名

取組みのカテゴリ

転倒防止対策 危険の見える化

企業情報

背景
以前は作業を物流会社に委託していましたが、８年前から関連会社で作業を行うことになりました。会社が
変わることをきっかけにして、山形丸魚の管理本部が主導となり労働安全に関する取組を強化してきました。

1. 【類似災害を防止するための危険箇所の見える化】
 職場内の危険が潜む箇所をあぶり出し、ハザードマッ
プに落とし込みました。

 特に転倒危険箇所、フォークリフトとの衝突の危険箇
所が多くリストアップされました。

 実際の危険箇所には注意喚起のポスター・シール等
を貼り出しました。

 効果を高める工夫として、フォークリフトと従業員が衝
突する可能性がある箇所ではクラクションによる注意
喚起を実施しています。

（食料品卸売業）

腰痛対策

取組内容

食料品卸売業
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 従業員の安全意識の向上により、フォークリフトによる対物事故が大幅に減少し、物損・修繕に掛かる費用も
大幅に減少しました。

 労働安全に対する取組が信頼獲得に繋がり、新規で取引を開始していただける企業様が増えました。
 5Sを定着させるため躾の担当を明確化し、清掃のルール等を守ってもらうように教育を進めていった結果、従
業員の成長に繋がり、責任感を持って仕事に取り組む人が増えました。
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 労働災害の件数は減少傾向にあります。特に防止対策を強化した、フォークリフトと人の接触による重大な事
故は無くなりました。

3.【腰痛対策のための５つのルール】
 当社では「無理な動作に注意」というポスターを職場に掲示して、
従業員への注意喚起を行っています。

 ①中腰で作業を行わない。腰を下ろして商品を持つ。 ②方向転
換は腰をひねらずに体ごと向きを変える。 ③一人で重い商品の荷
下ろしは行わない。 ④パレットに乗って作業は行わない。 ⑤商品
は１ケース以上持たない。

 ５つのルールを徹底して守ることで腰痛を訴える従業員は大幅に減
少しました。

安全の成果

副次的効果

（食料品卸売業）

取材年月：2021年1月
＊上記取組みは、当該企業の労働安全の取組みの一部です。

食料品卸売業

2. 【転倒防止対策のための5S活動の実施】
 当社の職場では大量のゴミが発生します。そのゴミが原因で転
倒事故が多く発生していました。またカゴ車やパレットが散乱する
ことによっての衝突事故も発生していたため、5Sを徹底することで
職場環境の改善に取り組みました。

 まずは5Sのポップを職場に掲示して、従業員の意識向上を図り
ました。

 ゴミの清掃方法や分別についても分かりやすくマップに落とし込み
をしました。

 カゴ車、パレットの置き場を明確にして、通路の確保をして衝突
事故を防止しました。

 安全な環境を維持するため躾の担当を明確にして、清掃のルー
ルや物の置き場所をルールを全員に守ってもらうように努めました。



エア・ウォーター株式会社
エア・ウォーターグループ
グループ全体で労働安全に取り組む

食料品卸売業

所在地：大阪府
従業員：18,221人

取組みのカテゴリ

転倒防止対策
企業情報

背景
当社は、安全の確保は企業活動の大前提であり、従業員の安全・安心無くして企業の存続と発展はないと
考えています。従業員に対する責任として、「安全衛生基本方針」に基づき、労働災害の撲滅を目指してい
ます。

2.【食品製造職場の床面のドライ化推進による転倒防止対策】
■食品製造職場は、製造アイテムの切替時、作業終了時の機械
洗浄・作業台洗浄、床洗浄殺菌等で床が濡れる状況が多く有
ります。これまで床の濡れにより、滑って転倒する事故は大変多く
発生して居りました。

■ 転倒災害の被害の状況は、骨折(手足・腰)の大きなケガが多く、
治癒まで長期間を要することがあり、転倒した周辺に機械装置
等があると頭・首への被害の可能性もあります。また、後遺症が
残り、今後の生活に支障を及ぼす状況も考えられます。先ずは、
床の濡れによる転倒防止対策実施は、大変重要なことと考え対
策に取り組み実施して来ました。

（次頁に続く）

（卸売業、他）

取組内容
1. 【全階層に対する教育】
 安心して働ける職場環境づくりを実現するため、安全衛生基本
方針を設定し、中央安全衛生委員会を定期開催し、全社的な
取組みを進めています。

 各階層ごとの教育制度を設け、労働安全に対するトップセミナー
(年1回）、職長セミナー(年2回)を開催。また、セグメント向け安
全研修会として、農業食品グループ、物流グループに特化した安
全研修会(30回以上)を開催しています。

 Web会議システムによるセミナー開催やVRや小型体感機を活用
した安全体感システムによる安全体感教育研修の実施など、を
導入し、教育の実施率の向上とつながりました。

 全階層による教育を行うことにより、労働安全に対する意識変革
へとつながったことで、５S、ヒヤリハット、発生源対策などの取組み
の質が向上しました。

労働安全教育の工夫

はさまれ・巻き込まれ対策 墜落・転落対策

水切り後の床面水切り作業

ドライ化床点検図
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（卸売業、他）

■床ドライ化推進の取組み方法
1)職場を３エリアに区分
ドライ区 ：常に水を使用しない、床濡れがないエリア

常に乾燥状態を保つエリア、水を使用する所は、床に水を流さない工夫を施すこと
セミドライ区：機械洗浄等で床が濡れるが、床の乾燥状態を作り上げるエリア

床水濡れの都度ワイパー掛けを行い、床の乾燥状態を作り上げるエリア
ウエット区 ：容器等を持ち込み洗浄するエリア

出来るだけ床に水を流さない、側溝・排水溝に直接流す設備を施すエリア
2)作業現場の床図面を用意し３エリアを色付け、併せて１ｍ四方のマス目を記入する
3)ドライ化監視者が、巡視で不適切な個所（マス目に赤色）を指摘、原因・改善の実施する

月ドライ化まとめ表
■推進の状況と効果

1)作業者通路を迂回させる位置に製品表面洗い用シャワーボックスが存
在、通路に水が流れる状態で有ったが、製造テストを繰り返し行い品質
確保を確認、シャワーボックスを撤去出来た（本質的対策）

2)セミドライ区からドライ区への格上げも行われるように成った
3)目標数字を設定して取組むように成った

※床面の濡れによる転倒災害は、今回の該当企業では７年間発生してい
ません。
■転倒防止の重点対策推進の強化（推進中）
・安全靴：耐滑性・小指保護等、作業に適した靴の選定
・金属面：２液滑り止め塗装
・つまずきり個所：床の凸凹、段差、突起物、床の物
・滑る個所：傾斜、グレーチング、マンホール、床への落下物
・作業スペースの確保と作業エリア・通路の区分け

食料品卸売業
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（卸売業、他）

3.【食品加工用機械の安全対策によるはさまれ・巻き込まれ等の防止】

■改めての調査
1)すべての回転体（刃部）の全ノミネート調査
：巻き込まれのリスク・安全カバ―の有無・工学的
対策の有無

2)「労働安全衛生規則改正」の対象機械の調査
：原材料の送給・取出しの状態、蓋・覆い囲い・
柵の有無と工学的対策の有無

3)重点事項：「調整の作業」について
：調整の作業の有無とその内容
：駆動部を稼働しながらの調整の作業の有無
：起動の停止・錠の実行表示の実施有無

4)安全作業標準書とＲＡ実施の状況確認

■主に覆い・囲いの開時に起動を停止する機能を付加（工学的対策 例）
・コンベアー裏の回転体：近接スイッチ付囲い（調整作業囲い開時、起動停止）
・練り物充填機 ：ホッパー底部に回転体、ホッパー上部に近接スイッチ付格子設置

（格子を取ると起動停止）
・光センサーの活用 ：転落して回転体に巻き込まれを防止するため、上部に光センサー設置

：上下する棚等の前面に身体を感知する光センサー設置
・油圧シリンダー設置：重いホッパーを降ろすとき、機械本体との間に挟まれ防止するため、緩和シリンダー
・両手スイッチの採用：挟まれ・巻き込まれ部に手が行かない様に（両手スイッチ押し時のみ稼働）

※食品事業統括カンパニースタッフが、現場巡視、作業と低減措置部の安全確認を実施

 その他の安全対策
1)調整の作業時の起動停止、起動スイッチに錠を掛け、作業名の表示を掲げる。
2)安全装置の安全作動確認図を作成し、起動しないこと・確認忘れを防止した。確認レ点。
3)安全対策機械の作業とリスクの低減措置を撮影した動画を作成、各職場に横展開中。

安全装置安全点検図

ＣＶ裏回転体覆い 包装機刃の覆い ポッパー上部格子

身体感知光センサー 重量緩和シリンダー スイッチに錠・表示

■2013年10月、食品加工用機械を対象とし た「労
働安全衛生規則改正」がスタートし、機械の危険
な部分への覆いの設置、食品原材料の送給・取り
出し時の運転停止などが義務付けられました。
これまでの安全対策に加え加工用機械による「挟
まれ・巻き込まれ」防止を重点対象とするリスク低
減対策を強化、特に「調整の作業」及び起動しな
がらの「調整の作業」への安全対策にも注力し推
進しています。

食料品卸売業
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（卸売業、他）

４.【墜落・転落防止対策の推進】

 グループ内で墜落・転落の休業労災が、多く発生
している状況です。特にグループ内物流関連が多
い状況でありますが、2019年2月の安全帯の名称
が、墜落制止用器具と変わり、墜落を制止する器
具が強化され、墜落制止用器具の規格が施行さ
れたことを踏まえ、食品製造分野の墜落・転落へ
のリスク個所及び防止対策の調査を行いました。

■墜落・転落防止安全対策の推進
実態調査の要約版を作成、企業トップ・安全衛生責任者への実態と安全対策推進理解説明
1)墜落制止用器具のグループ内選定基準の作成を行った。
2)低～中所転落防止基準（可搬式作業台、踏み台、足場台、脚立の使用基準）を作成した。
3)屋根上作業の安全対策の具体的な実施基準作成の実施を行った。
4)安全な昇降のための設備指針作成の実施を行った。
5)対象事業場個別の課題と安全対策推進指針を作成した。
6)現在、計画を立てリスク低減措置を実施中。

■墜落・転落防止のため搬送可能なＶＲシステムを導入
限りなく実際に体感するシステム、「バーチャルリアリティ(VR)安全体
感システム」を導入し、各職場に貸し出し、墜落・転落の体感を体
験し、更なる安全意識の向上を促進しています。

 製造現場内及び屋外の設備・施設のすべて対象、調査
1)屋根上にある設備と作業内容の確認
2)2ｍ以上の所の作業床の設置等の状況と「墜落制止用器具」
の使用状況（作業床の端・開口部の状況）

3)作業場所が、昇降1.5ｍ以上の所での作業内容と昇降方法
及び安全な昇降措置対策の状況

4)昇降設備から作業場所への移動状況と安全対策の現状
5)安全作業標準書の作成有無等

 調査結果
屋根上、屋外の高所作業の命綱・墜落制止用器具使用、昇降
状態の安全な昇降設備配備、室内の低～中程度の高さでの作
業時使用器具など、安全に課題があることが判明しました。

 屋根上での主な作業
・雨トイの清掃、空調機・冷凍機の室外機清掃点検修理
・屋根修繕、給排気フイルターの清掃交換、雪下ろし、
・高架水槽点検清掃、汚水処理施設の保守管理など

ＶＲによる
体感体験

食料品卸売業
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 労働安全に対する意識づけが事業所の管理部門においても向上したことにより、労働災害発生原因
を、個人の不注意として片づけるのではなく、会社の課題として捉えるようになりました。

 グループ全体(特に、カンパニー内)における労働災害に関する情報の共有化により、改善を図ろうとす
るようになりました。

281

 労働災害の件数は、休業災害は横ばい、不休業災害が大幅に減少し、全体で約１９％削減
（2019年：2０18年度比較）しました。

安全の成果

副次的効果

（卸売業、他）

取材年月：2021年1月
＊上記取組みは、当該企業の労働安全の取組みの一部です。

食料品卸売業
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